
　
平
成
６
年
に
「
戸
籍
法
及
び
住
民
基
本
台
帳
法
」
が
一
部
改
正
さ
れ
、
戸
籍
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
処
理
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
本
町
で
は
、
戸
籍
事
務
の
迅
速
化
、
効
率
化
な
ど
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
を
図
る
た
め
、
平
成
22
年
２
月
22
日
の
稼
働
を
目
指
し
て
、
現
在
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。�

☆
戸
籍
の
証
明
書
の
発
行
が
、

　
よ
り
速
く
な
り
ま
す�

　
今
ま
で
の
戸
籍
は
、
和
紙
で

管
理
し
て
い
た
た
め
、
記
載
や

証
明
な
ど
に
時
間
が
か
か
り
ま

し
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に

よ
っ
て
、
よ
り
速
く
正
確
に
戸

籍
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
証
明

書
も
短
時
間
で
発
行
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

☆
氏
名
、
字
体
の
確
認
に
ご
協

　
力
を
お
願
い
し
ま
す�

　
戸
籍
は
、
常
用
漢
字
、
人
名

用
漢
字
、
そ
の
他
の
漢
和
辞
典

な
ど
で
一
般
的
に
通
用
し
て
い

る
文
字
で
記
載
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
氏
名
文
字
が
こ
れ
以

外
の
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
辞
書
に
あ
る
文
字

に
置
き
換
え
て
戸
籍
に
記
載
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
に
は
１
月
下
旬

に
「
告
知
書
」
を
送
付
し
ま
す

の
で
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

☆
住
民
票
や
印
鑑
証
明
の
文
字

　
は
戸
籍
の
文
字
に
合
わ
せ
ま

　
す�

　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
に
よ
っ
て

氏
名
の
文
字
が
変
わ
っ
た
場
合

は
、
住
民
票
や
印
鑑
証
明
の
文

字
を
戸
籍
の
文
字
に
合
わ
せ
ま

す
。
こ
れ
は
、
戸
籍
の
表
記
上

の
取
扱
い
で
あ
り
、
別
字
に
訂

正
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
枝
番
の
表
記
が
変
わ
り
ま
す

（
例
）
１
番
地
の
１
⇩
１
番

地
１
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
合

わ
せ
て
住
民
票
の
現
住
所
欄
も

「
の
」
を
省
略
し
て
表
記
し
ま

す
。
印
鑑
登
録
証
明
書
や
運
転

免
許
証
な
ど
の
有
効
性
に
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
今
ま
で
の
戸
籍
は
「
平
成
改

　
製
原
戸
籍
」
と
し
て
保
存
さ

　
れ
ま
す�

　
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
戸

籍
は
「
平
成
改
製
原
戸
籍
」
と

呼
ば
れ
、
画
像
化
し
て
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
管
理
・
保
存
さ
れ

ま
す
。
死
亡
や
婚
姻
な
ど
に
よ

り
す
で
に
除
籍
に
な
っ
て
い

る
人
は
、
原
則
と
し
て
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
た
戸
籍
に
は

記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
戸
籍

事
項
の
証
明
が
必
要
な
場
合

は
「
平
成
改
製
原
戸
籍
」
を
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。
手
数
料
は

７
５
０
円
で
す
。

■
用
語
メ
モ

○
戸
籍

　
戸
籍
は
、
日
本
国
民
の
出

生
か
ら
死
亡
ま
で
の
親
族
関

係
や
身
分
上
の
重
要
な
事
項

が
記
録
さ
れ
た
文
書
で
、
夫

婦
お
よ
び
夫
婦
と
氏
を
同
じ

く
す
る
未
婚
の
子
ど
も
を
単

位
と
し
て
作
ら
れ
ま
す
。
戸

籍
が
あ
る
場
所
を
本
籍
と
い

い
ま
す
。

○
改
製
原
戸
籍

　
戸
籍
法
の
改
正
に
よ
り
戸

籍
を
作
り
変
え
る
こ
と
を
「
改

製
」
と
い
い
、
改
製
す
る
前

の
原
（
も
と
）
と
な
っ
た
戸

籍
を
「
改
製
原
戸
籍
」
と
い

い
ま
す
。

○
筆
頭
者
と
世
帯
主
の
違
い

　
筆
頭
者
と
は
、
戸
籍
の
冒

頭
に
記
載
さ
れ
た
人
を
表
し
、

そ
の
人
が
亡
く
な
っ
て
も
筆

頭
者
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
住
民
票
の
世
帯
主
は
、
生

計
を
共
に
す
る
人
の
代
表
者

の
こ
と
な
の
で
、
亡
く
な
る

と
変
更
の
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

●
証
明
書
の
名
称
が
変
わ
り
、�

　
書
式
も
見
や
す
く
な
り
ま
す�

現在の戸籍��

戸籍謄本（全員の証明）�

戸籍抄本（個人の証明）�

縦 書 き�

原本複写�

４５０円�

コンピュータ化後��

全部事項証明�

個人事項証明�

横 書 き�

コンピュータ出力�

４５０円�

項 目 �

�

名 称 �
�

書 式 �

交 付 方 法 �

交付手数料�

2
月
22
日
か
ら
変
わ
り
ま
す

日
か
ら
変
わ
り
ま
す�

�
2
月
22
日
か
ら
変
わ
り
ま
す�

�

戸
籍
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
ま
す

戸
籍
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
ま
す�
戸
籍
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
ま
す

戸
籍
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
ま
す�
戸
籍
事
務
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
し
ま
す�

！�！�！�
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